
平成24年2月1日

独立行政法人住宅金融支援機構

○ 中小企業金融円滑化法第４条をふまえた措置の実施状況（平成21年12月4日～平成23年12月31日）

　　（表１）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の件数及び金額

　　〔中小企業のお客さま向けの貸付債権〕

483 95,276

393 78,023

36 7,434

31 6,190

23 3,629

※　信用保証協会等による債務保証に該当する債権はない。

○ 中小企業金融円滑化法第５条をふまえた措置の実施状況（平成21年12月4日～平成23年12月31日）

　　（表２）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の件数及び金額

　　〔住宅資金お借入れのお客さま向けの貸付債権〕

62,897 807,287

44,949 578,125

2,123 28,788

2,382 31,120

13,443 169,254

※　計数は現時点での速報値であり、今後の精査により変動することがあります。

うち、審査中に係る貸付債権の件数・金額
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件数（件）

貸付の条件変更等の申込みを受けた貸付債権の件数・金額

うち、実行に係る貸付債権の件数・金額

うち、謝絶に係る貸付債権の件数・金額

貸付の条件変更等の申込みを受けた貸付債権の件数・金額

件数（件） 金額（百万円）

金額（百万円）

うち、実行に係る貸付債権の件数・金額

うち、謝絶に係る貸付債権の件数・金額

うち、審査中に係る貸付債権の件数・金額

うち、取下げに係る貸付債権の件数・金額

中小企業金融円滑化法をふまえた措置の実施状況について
（平成23年12月末）

中小企業金融円滑化法(「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法
律(平成21年法律第96号)」をいいます。)の施行をふまえ、住宅金融支援機構は、住宅ローンのご返
済が困難となったお客様への対応、並びに事業系融資(賃貸住宅融資・まちづくり融資等)において返
済が困難となったお客様への対応に、これまで以上に取り組んでいます。

中小企業金融円滑化法の趣旨をふまえた措置の実施状況については、以下のとおりです。


